
令和５年10月１日
受託契約約款新旧対照表（抄）

改 正 後 現 行

第１条から第３条 （現行のとおり） 第１条から第３条 （略）

（販売の委託を引き受ける物品） （販売の委託を引き受ける物品）
第４条 （略） 第４条 （略）
２ 会社は、前項第２号に掲げる委託を受けた ２ 会社は、前項第２号に掲げる委託を受けた
ときは、 当該家畜のと畜解体 ときは、委託者に代わって当該家畜のと畜解体
を、当該業務を行う者に委託し、枝肉及び原皮、 を 当該業務を行う者に委託し、枝肉及び原皮、
内臓その他副産物として販売するものとしま 内臓その他副産物として販売するものとしま
す。 す。
３ （現行のとおり） ３ （略）
４ （現行のとおり） ４ （略）

第５条から第３３条 （現行のとおり） 第５条から第３３条 （略）
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